
手続きのしおり

令和３年７月2２日(木・祝)から
住所が変わります

お問い合わせは...

日野市役所 まちづくり部 都市計画課

〒191-8686 日野市神明１ー１２－１

℡ ０４２－５１４－８３５４（計画係）
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皆さまがお住まいの地区は、町名地番整理実施により、令和３年

７月２２日(木・祝)から住所が変わります。

このしおりでは、新しい住所の定め方や、必要となる住所変更の

手続きについてご案内いたします。

何かとお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をどうぞよろし

くお願いいたします。

１ 皆さまにお届けするもの

２ 新しい住所の定め方について

３ 郵便番号について

４ 住所変更の手続きについて

　① 住所変更手続きの必要がないもの

　② 皆さまに住所変更の手続きをしていただくもの

５ その他

　① 自治会の区域について

　② 通学区域について

　③ ごみの収集について

　④ 市役所等からの郵便物の送付について

６ 不動産登記について

７ 関係機関案内
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※見本です

新井二丁目

11 - 17

12cm

6cm

手 続 き の し お り

町名地番変更通知書

（ １ 世 帯 1 0 枚 ）

（ １ 世 帯 5 0 枚 ）

新 旧 対 照 地 番 図

住 所 変 更 の

お知らせ用はがき

登 記 申 請 書

本 籍 変 更 の 通 知

住 所 表 示 板

・町名地番整理に伴い皆さまに知っていただきたいこと、住所変更手

続きや登記申請の方法等を説明した冊子（現在ご覧いただいている

もの）です。

・通知書は、今回の町名地番整理により新しく設定したあなたの住所

が記載されています。町名地番整理実施日(令和３年７月２２日)以

降は、新しい住所をお使いください。

・通知書は、実施日以降、町名地番変更証明書として、各種の住所変

更手続きに使用できます。

・枚数が不足する場合は、７月２６日(月)以降、市役所市民窓口課、

七生支所、豊田駅連絡所にて、町名地番変更証明書を無料で発行し

ます。

※同一世帯以外の方が代理申請をする場合は、委任状が必要です。

※法人登記のある方は市役所市民税課、法人登記のない方は市役所都

市計画課で、町名地番変更証明書をご請求ください。

・新しい町界、町名、旧地番（黒字）と地番変更後の新地番（赤字）

等を表したものです。

・不動産所有者等の住所変更登記に使用する書式です。詳しくは12ペ

ージ以降をご覧ください。

・本籍の変更があった方には、７月下旬以降市民窓口課より、筆頭者

の方宛てに本籍変更の通知を郵送いたします。

・手続き等で、町名地番変更証明書（本籍用）が必要な場合は、７月

２６日(月)以降、市役所市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所にて

無料で発行いたします。

・新しい住所の表示板です。取付用のボンドも同封いたしますので、

住所の表示にご利用ください。

・新しい住所を知人、取引先などにお知らせするためのもので、日本

郵便㈱が発行する無料はがきです。同封の回収用封筒に入れて、最

寄りの郵便局やポストにお出しください。

・ご不明な点や、配布されたはがきの枚数が不足する場合は、下記へ

ご相談ください。

　　　　　日本郵便株式会社　日野郵便局

　　　　日野市宮345　℡ 0570-943-705(代表)

※共同住宅等の場合は、所
有者もしくは管理者の方
にお届けします。

※この通知は、証明書とし
ては使用できませんので
ご注意ください。

◆ 今回お届けしたもの

◆ 今後お届けするもの

１　皆さまにお届けするもの
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〇〇一丁目〇〇一丁目

１番を拡大した
イメージです

イメージです
※実在する町とは異なります

町名地番整理実施以降の郵便番号は次のとおりです。

新井一丁目～新井三丁目

１９１ー００２２

◆ 新しい町界と親地番

◆ 新しい住所

町の境界を、道路・水路などに

沿ったものに変更し、わかりやす

くします。

さらに、新しい町の中で、道路

等で囲まれたブロックごとに親地

番（右図の1～16番）を設定しま

す。

親地番を設定したら、その中で

筆ごとに枝地番を設定し、新住所

を決定します。

【この家の新住所は】

〇〇一丁目１番地の３

２　新しい住所の定め方について

３　郵便番号について
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① 住所変更手続きの必要がないもの

※ 新しい住所に書き換えた証書等が自動的に送付されるもの

町名地番整理に伴い、市役所・法務局などが住所の書き換えを行うものと、皆さま

に住所変更の手続きをしていただく必要のあるものがあります。

それぞれ主なものをご案内しますので、ご自身の該当する項目をご確認ください。

住民票（住民基本台帳）

戸籍・戸籍の附票

選挙人名簿

印鑑登録原票

土地、家屋課税台帳

児童手当

市・都民税課税台帳

国民年金・厚生年金受給者の住所 
※一部手続きが必要な場合もあります。詳しくは９ページをご参照ください

飼い犬の登録

図書館利用者カード

ＮＨＫ

ＮＴＴ（固定電話）

東京電力・東京ガス・大東ガス

郵便

上下水道

土地登記簿（表題部の所在欄及び地番）建物登記簿（表題部の所在欄及び家屋番号）

パスポート

※所有名義人などの住所はご本人の申請があるまで変わりません。手続きが必要な内容について、

詳しくは12ページ以降をご参照ください。

※最終ページ(所持人記入欄)に住所を記入されている方は、ご自身で二重線を引き、余白部分に

新住所を記入してください。

国民健康保険被保険者証

高齢受給者証

国民健康保険限度額適用認定証

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険特定疾病療養受療証

後期高齢者医療限度額適用認定証

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

保険年金課
高齢者医療係

保険年金課
高齢者医療係

保険年金課
保険税係
給付係

保険年金課

担　当　課事　柄 問い合わせ先

高齢福祉課
介護給付係

後期高齢者医療被保険者証

介護保険負担割合証

介護保険負担限度額認定証

介護保険被保険者証

……など

市　

役　

所

市　

役　

所

法
務
局

そ
の
他

公
共
サ
ー
ビ
ス

保険税係
℡ 042-514-8279（直通）

℡ 042-514-8293（直通）

高齢福祉課
介護給付係
℡ 042-514-8519（直通）

給付係
℡ 042-514-8276（直通）

４　住所変更の手続きについて
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② 皆さまに住所変更の手続きをしていただくもの

■ 自動車関係

変更していただく届出等

（ 事　柄 ）
届 出 先 期 限必 要 書 類 な ど

運転免許証の住所、本

籍の変更

軽自動車の所有者・使

用者の住所及び使用の

本拠の位置の変更

普通自動車及びオート

バイ(排気量126cc以上)

の所有者・使用者の住

所及び使用の本拠の位

置の変更

オ ー ト バ イ ( 排 気 量

125cc以下)の所有者・

使用者の住所及び使用

の本拠の位置の変更

以下の表に記載されているものは、ご自身で住所変更の手続きをしていただく必要

があります。

一部の手続き（法人の変更登記等）を除いて明確な期限はありません。皆さまのご

都合にあわせて手続きをしてください。ただし、手続きができるのは町名地番整理

の実施日(令和３年７月２２日)以降となりますのでご注意ください。

手続きには、今回同封している「町名地番変更通知書」が必要となるものがありま

す。

配付された枚数で不足する場合は、７月２６日(月)以降、市役所市民窓口課、七生

支所、豊田駅連絡所にて無料で発行する「町名地番変更証明書」をご利用ください。

※同一世帯以外の方が代理申請をする場合は、委任状が必要です。

※法人登記のある方は市役所市民税課、法人登記のない方は市役所都市計画課で、

　町名地番変更証明書をご請求ください。

都内全警察署

運転免許更新センター

運転免許試験場

・車検証又は軽自動車

　届出済証

・通知書又は証明書

・車検証

・通知書又は証明書

・運転免許証

・通知書又は証明書

※本籍も変更する場合

　本籍用の証明書も必

　要です。

・標識交付証明書

軽自動車検査協会

東京主管事務所

八王子支所

東京運輸支局八王子自

動車検査登録事務所

八王子市滝山町

１丁目270-2

℡ 050-5540-2034

青梅市新町六丁目18-2

℡ 050-3816-3103

市民税課

お早めに変更手続

きをお願いします。

期限はありません。

窓口においでくだ

されば、新しい住

所に書き換えます。

℡ 042-514-8235

「通知書」…今回お配りした資料に同封されている「町名地番変更通知書」です。

「証明書」…７月２６日(月)以降、市役所市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所にて無料で請求できる

           「町名地番変更証明書」です。
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変更していただく届出等

（ 事　柄 ）
届 出 先 期 限必 要 書 類 な ど

在留カード

特別永住者証明書

住民基本台帳カード

（顔写真付き）

市民窓口課
℡ 042-514-8206（直通）

七生支所
℡ 042-591-7712（直通）

マイナンバーカード

（個人番号カード）

・マイナンバーカード

・本人確認書類（同一世

帯で、上記を所有してい

ない方が来庁する場合）

※来庁者１名で、同一世

帯全員分の手続きが可能

ですが、暗証番号を把握

してきてください。（暗

証番号が分からない場合

は、事前にお問合せくだ

さい）

※別世帯の方が手続きに

来られる場合は、事前に

お問い合わせください。

・在留カード

・特別永住者証明書

※本人、同居の親族以外

の方が手続きされる場合

は、委任状及び、来庁者

の本人確認書類が必要で

す。

・住民基本台帳カード

　（顔写真付き）

※来庁者１名で、同一世

帯全員分の手続きが可能

ですが、暗証番号を把握

してきてください。（暗

証番号が分からない場合

は、事前にお問合せくだ

さい）

※別世帯の方が手続きに

来られる場合は、事前に

お問い合わせください。

お早めに変更手続

きをお願いします。

■ 住民登録等
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変更していただく届出等

（ 事　柄 ）
届 出 先 期 限必 要 書 類 な ど

障害児福祉手当

特別障害者手当

経過的福祉手当

特別児童扶養手当

日野市障害者(児)福祉手当

心身障害者医療費受給者証

聴覚障害者等手書き（ファ

ックス）福祉電話貸与・使

用料助成

重度心身障害者火災安全シ

ステム

心身障害者緊急通報システ

ム

心身障害者(児)自動車ガソ

リン費助成

福祉タクシー利用料金補助

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

愛の手帳

障害福祉サービス受給者証

障害児通所受給者証

日野市地域生活支援事業
利用者証

自立支援医療受給者証

障害福祉課　援護係
℡ 042-514-8489（直通）

障害福祉課　福祉係
℡ 042-514-8485（直通）

・各種手帳、受給者証

・各種受給者証、利用者

　証類（ある場合）

・利用券（ある場合）

・受給者住所変更届

※用紙は市役所障害福祉

　課にあります。

・各種受給者証地域相談支援受給者証

特定医療費（指定難病）

受給者証

 都 医療券（小児精神障

害者者入院医療・B型・C

型ウイルス肝炎治療医療

費助成申請書・人工透析

を必要とする腎不全）

小児慢性特定疾病医療受

給者証

お早めに変更手続

きをお願いします。

■ 医療・福祉関係
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「通知書」…今回お配りした資料に同封されている「町名地番変更通知書」です。

「証明書」…７月２６日(月)以降、市役所市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所にて無料で請求できる

           「町名地番変更証明書」です。

変更していただく届出等

（ 事　柄 ）
届 出 先 期 限必 要 書 類 な ど

児童扶養手当証書

乳幼児医療証

ひとり親家庭等医療費
助成制度医療証

大気汚染医療費助成制
度(都)医療券

子育て課　助成係
℡ 042-514-8598（直通）

健康課
℡ 042-581-4111（直通）

変更していただく届出等

（ 事　柄 ）
届 出 先 備 考

厚生年金加入者及びそ

の扶養に入られている

配偶者（第三号被保険

者）の住所変更 

国民年金加入者

国民年金受給者

厚生年金受給者

の住所変更

共済年金被保険者の住

所変更

勤務先

又は配偶者の勤務先

各共済組合

東京都立川市錦町

2-12-10

立川年金事務所

℡ 042-523-0352(代表)

保険年金課　年金係

℡ 042-514-8289（直通）

実施日以降一か月

以内

旧住所のままでも

使用できます。

希望される方には、

子育て課にて新住

所のものを発行し

ます。

各勤務先や組合に確認のうえ、必要があれば

住所変更の手続きをしてください。

・(都)医療券

・通知書又は証明書

・親医療証(ひとり親家庭

　子育て医療費助成制度)

・乳・子医療証(子ども医

　療費助成制度）

・児童扶養手当証書

原則、手続きは不要ですが、以下の場合は

左記にお問い合せください。

・住民票上の住所とは別に送付先を指定して

いる場合

・町名地番整理実施後に日本年金機構から送

られてくる書類の住所が、新住所に改まっ

ていない場合

■ 年金関係

■ 医療・福祉関係
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「通知書」…今回お配りした資料に同封されている「町名地番変更通知書」です。

「証明書」…７月２６日(月)以降、市役所市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所にて無料で請求できる

           「町名地番変更証明書」です。

※会社、法人の登記手続きについては、「会社・法人などの変更登記の手引き」をご覧ください。

「会社・法人などの変更登記の手引き」は町名地番整理区域内の会社、法人へ配付しています。

変更していただく届出等

（ 事　柄 ）
届 出 先 期 限必 要 書 類 な ど

会社の本・支店

法人の主たる事務所・

従たる事務所

の所在地の変更登記、

及び代表者等の住所変

更登記

所在地を管轄する法務局

　上記以外にも、法令等により、住所変更の届出が必要なものがあれば、それぞれ所

定の手続きをしていただきますようお願いいたします。

　また、預金通帳、携帯電話などについては、各関係機関へご確認ください。

【本店、主たる事務所】

・登記申請書

・通知書又は証明書

【支店、従たる事務所】

・上記の登記を完了した

ことを証する履歴事項

証明書

・登記申請書

・通知書又は証明書

・通知書又は証明書

本店を管轄する法

務局で２週間以内

に手続きを行い、

その後支店を管轄

する法務局で３週

間以内に手続きを

行ってください。

変更していただく届出等

（ 事　柄 ）
届 出 先 期 限必 要 書 類 な ど

古物営業、質屋営業、

風俗営業、鉄砲、刀剣

類の許可証

酒類販売業免許

食品衛生法に基づく各

種営業許可証の代表者

の住所、営業所在地の

変更

薬事法に基づく薬局の

開設許可証

診療所、クリニックの

所在地の届出

日野警察署

日野税務署

南多摩保健所

所管する保健所

※日野市内で営業して

いる場合は

日野市日野589-1

℡ 042-586-0110

日野市万願寺6丁目36-2

℡ 042-585-5661

多摩市永山二丁目1-5

℡ 042-371-7661

主たる事務所が存在して

いる都道府県の担当部署

・異動申告書

（酒税　異動申告書で検索）

・通知書又は証明書

速やかに変更手続

きをしてください。

お早めに変更手続

きをお願いします。

■ 会社・法人関係

■ その他
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自治会は、皆さまが自主的に組織、運営しているもので、町の区域や町名変更に直

接関係するものではありませんので、今まで通りの運営で差し支えありません。

ごみの収集日・集積所が変わることはありません。

市役所等からお送りします通知書等が、事務処理の都合上、旧の住所で郵送される

場合がありますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

なお、令和３年７月２２日（木・祝）に住民票等のデータ更新を行うことにより、

住民票データから作成される郵便物の送付先住所は一括で変更されます。

町名地番整理によって通学区域が変わることはありません。

① 自治会の区域について

③ ごみの収集について

④ 市役所等からの郵便物の送付について

② 通学区域について

５　その他
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日野市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、

国分寺市、国立市

小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

武蔵野市、三鷹市、府中市、小金井市、多摩市、

稲城市、調布市、狛江市、

八王子市

立川出張所

不動産、商業・法人登記管轄区域 庁　名

田無出張所

府中支局

八王子支局

町田市 町田出張所

・登記申請書

・町名地番変更通知書

　又は

　町名地番変更証明書

・印鑑（浸透印以外）

(1) 次ページ以降の記載例をご参照ください。

①土地と建物の場合　②共有の土地と建物の場合　③敷地権付き区分建物の場合

(2) 登記原因証明情報として、町名地番変更通知書又は町名地番変更証明書を添付してください。

この場合、登録免許税はかかりません。

(3) 文字は、直接パソコン（ワープロ）を使用し入力するか、インク、黒色ボールペン、カーボ

ン紙等で、はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。

(4) 申請書の内容は、権利証等で確認し、正確に記入してください。

(5) １枚の申請書で、複数の不動産について申請できます。

(6) 申請書は、他の添付書類と共に左とじにして提出してください。

申請書が２枚になるときは、申請人又は代理人の印でつづり目に割り印してください。

(7) 代理人の方が手続きをする場合は委任状をお持ちください。

(8) 郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は、申請書を入れた封筒の表面に「不動

産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付してください。

登記完了証を郵送で返送することをご希望の場合は、郵便切手を貼付した返信用封筒を同封

してください。

土地・建物等不動産所

有者の住所変更登記

不動産の所在地を管轄

する法務局

日野市を含む７市（下部

一覧表参照）の土地・建

物等については

東京法務局立川出張所

〒190-8524

立川市緑町4-2

立川地方合同庁舎6階

℡ 042-524-2716(代表)

土地・建物登記簿に抵

当権、地上権、賃借権

、仮登記等の権利者と

して登記している方の

住所変更登記

◎ 登記申請書記載上の注意事項

手続きに期限はあり

ませんので、売買・

贈与・抵当権の設定

などの事由が生じた

時に合わせて手続き

されても結構です。

変更していただく届出等

（ 事　柄 ）
届 出 先 期 限必 要 書 類 な ど

６　不動産登記について
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登 記 の 目 的 所有権登記名義人住所変更

変更後の事項 住所　日野市　新井 　　　　丁目　　　番地の　

不動産の表示

登 録 免 許 税 登録免許税法第５条第５号により非課税

令和３年７月２２日　町名地番変更原 因

登記原因証明情報　　　　　　　　通添 付 書 類

申 請 人 住所　日野市　新井 　　　　丁目　　　番地の

令和　　年　　月　　日申請　　　　　　　法務局　　　　　　　　　御中　　　　　　　

登　記　申　請　書

連絡先の電話番号

土地の表示

建物の表示

地　積所　在不動産番号

㎡

㎡

㎡

地　目地　番

番

番

番

種 類

所 在不動産番号

構 造

床 面 積 １階 ㎡ ２階 ㎡

家屋番号 番

氏名

一

一

○○

○○

○

00 00

日野市 新井一丁目1234567890123

日野市 新井一丁目 ○○番地○

宅地

居宅 木造瓦葺２階建

○○ ○

○○ ○

123 . 45

78 . 90 67 . 89

00

◎◎ 日　野　　太　郎

０４２－０００－００００

○

1

東　京 立川出張所

1234567890123

町名地番変更通知書又は
町名地番変更証明書を添付

提出する管轄法務局

新町名地番以外は、皆さまが

お持ちの登記済証（権利証）

のとおりに記載してください。

申請書提出年月日
(手続きは実施日以降)

新町名地番を記入

認 印

捨 印

4.5cm×10.5cmの
スペースを空けてください。

不動産番号(13桁)を記載したときは、土地の所在、地番、地目及び地積（建物の所在、家屋番号、種類、
構造及び床面積）の記載を省略することができます。

町名地番変更後の
所有者の住所

記載例①　土地と建物を同時に申請する場合
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登 記 の 目 的 所有権登記名義人住所変更

変更後の事項 住所　日野市　新井 　　　　丁目　　　番地の　

不動産の表示

登 録 免 許 税 登録免許税法第５条第５号により非課税

令和３年７月２２日　町名地番変更原 因

登記原因証明情報　　　　　　　　通添 付 書 類

申 請 人 住所　日野市　新井 　　　　丁目　　　番地の

令和　　年　　月　　日申請　　　　　　　法務局　　　　　　　　　御中　　　　　　　

登　記　申　請　書

連絡先の電話番号

土地の表示

建物の表示

地　積所　在不動産番号

㎡

㎡

㎡

地　目地　番

番

番

番

種 類

所 在不動産番号

構 造

床 面 積 １階 ㎡ ２階 ㎡

家屋番号 番

氏名

一

一

○○

○○

○

◎◎

◎

日　野　　太　郎

◎日　野　　花　子

日野市新井一丁目○○番地の○

共有者 日野太郎 及び 日野花子 の

０４２－０００－００００

０４２－０００－００００

○

2

00 00 00

居宅 木造瓦葺２階建○○ ○

78 . 90 67 . 89

東　京 立川出張所

1234567890123

1234567890123

日野市 新井一丁目

日野市 新井一丁目 ○○番地○

宅地○○ ○ 123 . 45

捨 印 認 印

提出する管轄法務局

申請書提出年月日
(手続は実施日以降)

不動産番号(13桁)を記載したときは、土地の所在、地番、地目及び地積（建物の所在、家屋番号、種類、
構造及び床面積）の記載を省略することができます。

新町名地番以外は、皆さまが

お持ちの登記済証（権利証）

のとおりに記載してください。
新町名地番を記入

それぞれの町名地番変更通知書
又は町名地番変更証明書を添付

町名地番変更後の
所有者の住所

4.5cm×10.5cmの
スペースを空けてください。

記載例②　共有の土地と建物を同時に申請する場合
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登 記 の 目 的 所有権登記名義人住所変更

変更後の事項 住所　日野市　新井 　　　　　　丁目　　　番地

不動産の表示

登 録 免 許 税 登録免許税法第５条第５号により非課税

令和３年７月２２日　町名地番変更原 因

登記原因証明情報　　　　　　　　通添 付 書 類

申 請 人 住所　日野市　新井 　　　　　　丁目　　　番地

令和　　年　　月　　日申請　　　　　　　　法務局　　　　　　　　御中

登　記　申　請　書

連絡先の電話番号

一棟の建物の表示

建物の名称

所　　在

専有部分の建物の表示

建物の名称

種　　類

家屋番号

構　　造

床 面 積 階部分 ㎡

地　積所在及び地番

敷地権の表示

㎡

㎡

地　目 敷地権の種類 敷地権の割合

不動産番号

一

日 野 市　新 井 一 丁 目　○○ 番地 ○

新井一丁目○○番○の101

○○ ○

00 00

◎◎マンション

1 98.76

居宅

宅地 所有権

鉄筋コンクリート造１階建

6543.21 54321分の321

101

00

◎◎ 日　野　　太　郎

０４２－０００－００００

1

一 ○○ ○

東　京 立川出張所

日野市 新井一丁目 ○○番○

1234567890123

町名地番変更後の
所有者の住所

新町名地番を記入

認 印

捨 印

提出する管轄法務局

申請書提出年月日
(手続は実施日以降)

新町名地番を記入

不動産番号(13桁)を記載したときは、土地の所在、地番、地目及び地積（建物の所在、家屋番号、種類、
構造及び床面積）の記載を省略することができます。
但し、敷地権の種類および敷地権の割合については記載を省略することはできません。

新町名地番以外は、皆さまが

お持ちの登記済証（権利証）

のとおりに記載してください。

町名地番変更通知書又は
町名地番変更証明書を添付

4.5cm×10.5cmの
スペースを空けてください。

記載例③　敷地権付き区分建物の場合
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日野市役所

日野警察署

日 

野

JR
中
央
本
線

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル

甲
州
街
道

●
日野

中央公園

●

●

市民の森スポーツ
公園陸上競技場

市民の森
ふれあいホール

立
川
北

立 川
JR中央本線

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル

歩　

道

歩行者専用デッキ

● ●
国営
昭和記念公園

立川
相互病院

駐
車
場
入
口

東京法務局立川出張所
（立川地方合同庁舎6階）

至
万
願
寺

至
柴
崎
体
育
館

至
立
川

至
豊
田

至
高
松

多
摩

都
市

モ
ノ

レ
ー

ル

日野税務署

●

●

浅川スポーツ公園
グラウンド

潤徳小学校

万
願
寺

浅
 川

日野バイパス

高幡不動
至百草園

至南平

N

N ☆ 日野市役所
住所：日野市神明1丁目12-1

電話：042-585-1111㈹

交通：ミニバスで南新井バス停より

　　　「Ｓ・豊田駅北口行き」に乗車し、

　　　「日野市役所」で下車

☆ 日野警察署
住所：日野市日野589番地1

電話：042-586-0110㈹

交通：ミニバスで南新井バス停より

　　　「Ｓ・豊田駅北口行き」に乗車し、

　　　「日野本町」で下車　徒歩約７分

☆ 東京法務局 立川出張所
住所：立川市緑町4-2

      立川地方合同庁舎6階

電話：042-524-2716㈹

交通：JR中央本線「立川駅」北口より

　　　徒歩10分

　　　多摩都市モノレール「立川北駅」

　　　より徒歩8分

☆ 日野税務署
住所：日野市万願寺6丁目36番地の2

電話：042-585-5661㈹

交通：京王線「高幡不動駅」より徒歩15分

　　　多摩都市モノレール「万願寺駅」

　　　より徒歩12分

N

７ 関係機関案内
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京王線

至八王子

至新宿

至
万
願
寺

至
日
野

至
八
王
子

至
程

久
保

至
多
摩
動
物
公
園

JR
中
央
本
線

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル

高幡不動

七生支所
(京王高幡ショッピングセンター２階)

●
日野高幡郵便局

●
高
幡
不
動
尊

駐車場
入口

豊
 田

豊田駅連絡所

★

★

N

N ☆ 七生支所
住所：日野市高幡128-5京王高幡SC2階

電話：042-591-7712

交通：京王線高幡不動駅徒歩０分

   　 ミニバスで南新井バス停より

　　　「Ｓ・高幡不動駅行き」に乗車し、

　　　「高幡不動駅」で下車

　    車…職員にお声がけいただければ、

　　　　　入場から１時間無料で京王高幡

　　　　　ショッピングセンター駐車場を

　　　　　ご利用いただけます。　

☆ 豊田駅連絡所
住所：日野市多摩平2-1-1

電話：042-583-5003

交通：JR中央線豊田駅北口ロータリー内

　　　駐車場がありませんので、車での

　　　来所はお控えください



新住所

新井　　丁目　　番地の

メ　モ


